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第 1 原告らの主張は，地震動審査ガイド I. 3. 2. 3 (2）の意味を正解しない

ものであり，科学的な根拠のない独自の見解であること 5 

1 原告らの主張 • • • • • •• • • • • ........・H ・－－………………………………5

2 地震動審査ガイド I. 3 2 3 (2）の「その際・・・経験式が有するぱらつき

も考慮されている必要があるj との記載の意味は，経験式そのものの修正を求

めるものではないこと － －－－ －－…＂ ....・H ・・H ・H ・－－………………6

第2 被告の主張が地震動審査ガイドを怒意的に解釈するものであり論理が破綻し

ている旨の原告らの主張は，被告の主張を正解しないものであり，理由がない

こと 7 

1 被告の主張は「誤差Jの概念と「ぱらつきj の概念とを混同している旨の原

告らの主張に理由がないこと －－－－－ －－－－－－－－－－－－－－－－・…・……ー7

2 地震動審査ガイド I. 3. 2. 3 (2）の「その際・経験式が有するばらつき

も考慮されている必要があるj との記載について，被告がその内容を説明して

いない旨の原告らの主張に理由がないこと ...............................・H ・..8 

3 被告の主張が地震動審査ガイド I. 3. 2. 3 (2）とは全く異なることを主

張しようとしている旨の原告らの主張には理由がないこと ...・H ・・・・・・..8 
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原告らは，平成 28年6月 10日付け準備書面（15)（以下「原告ら準備書面（15)J 

という。）において，地震動審査ガイド I. 3 . 2 . 3 (2) （乙第 52号車E3ペー

ジ）の「その際，経験式は平均値左しての地震規模を与えるものであるこどから，

経験式が有するぱらつきも考慮されている必要があるj どの記載について，上記ガ

イドの記載に係る被告第 11準備書面第 1 (5ないし 13ページ）における被告の

主張は，①「誤差jの概念と「ぱらつきJの概念とを混同するものである，②上記

ガイドの記載内容を説明していない，③「経験式は平均値どしての地震規模を与え

るものであることJという記載の意義に触れられていないなどとして，被告の主張

は，地震動審査ガイドを恋意的に解釈するものであって，その論理が破綻している

などと主張する。

以上の主張に対し，被告は，被告第 11準備書面及び被告第13準備書面におい

て上記ガイド、の記載の意義等について述べたところではあるが，本準備書面におい

て，原告らの上記主張が，地震動審査ガイド I. 3. 2. 3 (2）の意味を正解しな

いものであり，科学的な根拠のない独自の見解であることについて改めて主張した

上（後記第 1），上記ガイドの記載に係る原告らの主張は被告の主張を正解しない

ものであって理由がないことを述べる（後記第 2）。

なお，略語は新たに用いるもののほか，従前の例による。

第 1 原告らの主張は，地震動審査ガイド 1 3. 2. 3 (2）の意味を正解しない

ものであり，科学的な根拠のない独自の克解であること

1 原告らの主張

原告らは，地震動審査ガイド I. 3 2. 3 (2）の fその際一経験式が有す

るぱらつきも考慮、されている必要がある」との記載について，「経験式は平均

値としての地震規模を導き出すものである」が，「実際の観測データは平均値

よりも大きい地震規模を示すものもあれば，平均値より小さい地震規模を示す

ものもあるJため，「耐震性（地震に対する安全性）を考える場合には，平均
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値としての地震規模から基準地震動を導きだすのでは不十分であj り，「平均

値よりも大きい地震規模を示す観測データについてその平均値左の隔たり（ぱ

らつき・希離）を考慮すべきJことを要求するものである旨主張する（原告ら

準備書面（15)2 ( 2ページ））。

かかる主張の趣旨は必ずしも明らかではないが，従前の原告らの主張（原告

ら準備書面（12）第 1の3ないし 6 ( 4ないし7ページ））からすると，原告ら

は，地震動審査ガイド I3 . 2 . 3 (2）の記載について，経験式そのものを修

正することを求める趣旨であると解しているようである。

2 地震動審査ガイド 1 3 2. 3 (2）の「その際…経験式が有するぱらつき

も考慮されている必要があるj との記載の意味は，経験式そのものの修正を求

めるものではないこと

(1）しかしながら，被告第 11準備書面第1の2 ( 6ないし 10ページ）及び

被告第 13準備書面第1の2 ( 6ないし8ページ）で述べたとおり，地震動

審査ガイド I. 3 . 2 . 3 (2）の「その際…経験式が有するぱらつきも考慮

されている必要があるJとの記載の意味については，経験式を用いて地震規

模を設定する場合に，当該地域の地質調査の結果等を踏まえて設定される震

源断層に当該経験式を適用することの適否（適用範囲）を確認する際の留意

点として，当該経験式とその前提とされた観測データ（データセット）との

間の帯離の度合いを踏まえる必要があることを意味するものである。

したがって，当該経験式を適用することが適当であると判断した後に，当

該経験式を用いて地震規模を設定するに当たり，当該経験式とその前提とさ

れた観測データとの間の手離の度合いを考慮し，当該経験式そのものの修正

を求めることを意味するものではない。

(2）そして，被告第 11準備書面第 1の3(1) ( 1 0及び 11ページ）及び被

告第 13準備書面第1の2(3) ( 8ページ）で述べたとおり，経験式そのも

のを修正すべきであるとの原告らの主張は，経験式が，最小二乗法を用い観
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測データ左の希離を最小にして得られたものであることを無意味にするもの

であって，当該経験式の科学的な合理性を失わせることになるから，科学的

合理性は全くない。

(3）以上のどおり，原告らの上記主張は，地震動審査ガイド I. 3. 2. 3 (2) 

の意味を正解しないものであり，科学的な根拠のない独自の見解であって，

理由がない。

第2 被告の主張が地震動審査ガイドを怒意的に解釈するものであり論理が破綻し

ている旨の原告らの主張は，被告の主張を正解しないものであり，理由がない

こと

1 被告の主張は「誤差」の概念と fぱらつきJの概念とを混同している旨の原

告らの主張に理由がないこと

原告らは，「被告はこの編たり（引用者注：各観測データと経験式左の隔た

りの意）を『誤差』としているが， －誤りである。被告は，・・・ばらつきの意義

をことさら弱めるため，意図的に誤差という誤った概念で説明しようとするJ

などと述べ，被告が「誤差j の概念ど地震動審査ガイド I3. 2. 3 (2）記載

の「ぱらつきjの概念とを混同している旨主張する（原告ら準備書面（15)3 ( 2 

及び3ページ））。

しかしながら，被告第 11準備書面第 1の2(3）イ（ 8及び9ページ）及び

被告第 13準備書留第1の2 ( 6ないし8ページ）で述べたとおり，被告は，

地震動審査ガイド I. 3. 2. 3 (2）にいう「経験式が有するばらつきjの意

義について，当該経験式とその前提左された観測データとの間にある講離の度

合いをいうものと主張している。すなわち，かかる希離が「誤差j であると主

張しているものではない。

したがって，被告が「誤差」の概念と fぱらつき」の概念とを混同している

旨の原告らの上記主張は，その前提を欠き理由がない。
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2 地震動審査ガイド I. 3目 2目 3(2）の「その際…経験式が有するぱらつき

も考慮されている必要があるJとの記載について，被告がその内容を説明して

いない旨の原告らの主張に理由がないこと

原告らは，被告が，地震動審査ガイド I. 3. 2. 3 (2）の「その際…経験

式が有するばらつきも考慮、されている必要があるJとの記載について，その具

体的な内容を説明できていない旨主張する（原告ら準備書面（15)4 ( 3及び4

ページ））。

しかしながら，経験式の適用範囲を検討するに際し「ばらつきj を考慮する

ことの意味については，被告は，被告第13準備書面第1の2 ( 6ないし8ペ

ージ）において，その内容を具体例を用いて既に主張している。

したがって，原告らの上記主張は，その前提を欠き理由がない。

3 被告の主張が地震動審査ガイド I. 3. 2. 3 (2）とは全く異なることを主

張しようとしている旨の原告らの主張には理由がないこと

原告らは，地震動審査ガイド I. 3. 2. 3 (2）が「経験式が有するばらつ

きJを考慮する根拠は，「経験式は平均値左しての地震規模を与えるものであ

ることj にあるが，被告の主張は，当該記載の意義について全く触れることが

できておらず，地震動審査ガイド I 3 2. 3 (2）どは「全く異なることを

いおうとしているJなどと主張する（原告ら準備書面（15)5 ( 4ページ））。

しかしながら，地震動審査ガイド 1 3 2 3 (2）は，「震源、モデルの長

さ又は面積，あるいは 1回の活動による変位量と地震規模を関連づける経験式

を用いて地震規模を設定する場合には，経験式の適用範囲が十分に検討されて

いることを確認する。そのi燦，経験式は平均伎としての地震規模を与えるもの

であるこどから，経験式が有するぱらつきも考慮されている必要がある。」と

している。この意味については，被告第 13準備書面第1の2 ( 6ないし8ペ

ージ）で述べたとおり，経験式を用いて地震規模を設定する場合に，当該地域

の地質調査の結果等を踏まえて設定される震源断層に当該経験式を適用するこ
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との適否（適用範図）を確認する際には，経験式が，その前提とされた観測デ

ータに最小二乗法を用いて導き出した平均値を意味する以上，当該経験式とそ

の前提とされた観測データとの問には当然~離があるため，その帯離の度合い

を踏まえる必要があることを意味するものである。

したがって，地震動審査ガイド I. 3 . 2. 3 (2）において，「経験式は平

均値としての地震規模を与えるものであること」を理由に「経験式が有するば

らつきも考慮されている必要があるJとされているこ左左，被告の主張左は何

ら相反するものではなく，原告らの上言己主張は理由がない。

以上
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略称語句使用 一 覧表

事件名 大阪地方裁判所平成24年（行ウ）第11 7号発電所運転停止命令請求事件
原 告 13 4名
被告 園

略称 基 本 用 語 使用書面 ページ 備考

関西電力 関西電力株式会社 答弁書 4 

大飯発電所3号炉 関西電力大飯発電所3号原子炉 II II 

大飯発電所4号炉 関西電力大飯発電所4号原子炉 JI JI 

本件各原子炉 大飯発電所3号炉及び4号炉 II II 

本件各原子炉施設 本件各原子炉及びその付属施設 II II 

原子炉等規制法 平成24年法律第47号による改正前の II II 第 3準備

核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規 書面で略

制に関する法律 称を変更

行訴法 行政事件訴訟法 II II 

訴訟要件① 処分権限 II 5 

訴訟要件＠ i損害の重大性， H補充性 II II 

訴訟要件④ 原告適格 II II 

実用発電用原子炉 実用発電用原子炉及びその付属施設 II II 

施設

後段規制 段階的規制のうち，設計及び工事の方法 II 7 
の認可以降の規制

省令62号 発電用原子炉設備に関する技術基準を定 II II 

める省令 （昭和40年 6月15日通商産

業省令第62号）

技術基準適合命令 経済産業大症が，電気事業法40条に基 II 1 0 

づき，事業用電気工作物が技術基準に適

合していないと認める土きにする，事業

用電気工作物の修理，改造，移転，使用

の一時停止． 使用の制限等の命令

耐震設計審査指針 発電用原子炉施設に関する耐震設計審査 JI 2 0 第 1準備

指針（平成 18年 9月19日原子力安全 書面で略

委国会決定） 称を変更

安全評価上の設定 設置許可申請書添付書類第八の仕様及び II 2 3 乙3

時間 添付書類十における運転時の異常な過渡

変化及び事故の評価で設定した時間 (r発

電用原子力設備に関する技術基準を定め

る省令の解釈についてJにおける I適切

な値をとるような速度Jについての解説

部分よ り）

原告ら準備書面白） 原告らの平成 24年 10月16 f=j付け準 第 1準備 5 
備書面（1) 書面

原子力規制委員会 原子力規制委員会及び経済産業大臣 JI II 

等

伊方最高裁判決 最高裁判所平成4年 10月29日第一小 II 1 0 
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法廷判決（民集46巻 7号 11 7 4ベー

ジ）

新耐震設計審査指 発電用原子炉施設に関する耐震設計審査 第 1準備 1 0 乙2。
針 指針（平成 18年9月 19日原子力安全 書面 答弁書か

委員会決定） ら絡称を

変更

安全設計審査指針 発霞用軽水型原子炉施設に関する安全設 II 1 3 乙4
計審査指針（平成2年8月 30 13原子力

安全委員会決定）

！日耐震設計審査指 発電用原子炉施設に関する耐震設計審査 II 1 4 

主｛ 指針について（昭和 56年7月原子力安

全委員会決定）

平成 17年 5号内 発電用原子力設備に関する技術基準を定 II 1 8 乙19 

規 める省令の解釈について（平成 17年 1

2月 15日原i涜発第5号）

安全評価審査指針 発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関 II 1 9 乙20
する審査指針（平成2年8月30日原子

力安全委員会決定）

改正原子炉等規制 原子力規制委員会設置法（平成 24年法 II 2 4 第 4準備

法 律第47号）附則 17条の施行後の原子 書面で基
炉等規制法 本用語を

変更

使用停止等処分 改正原子炉等規制法43条の 3の23が II 2 6 

規定する，発電用原子炉施設の位置，構

造若しくは設備が同法43条の 3の6第

1項4号の基準に適合していないと認め

るとき，発電用原子炉施設が同法43条

の3の14の技術上の基準に適合してい

ないと認めるときに，原子力規制委員会

が，原子炉設置者に対し，当該発電用原

子炉施設の使用の停止，改造，修理又は

移転，発電用原子炉の運転の方法の指定

その他保安のために必要な措置を命ずる

処分

耐震安全性評価に 「耐震設計審査指針の改訂に伴う関西電 II 3 0 乙23 

対する見解 カ株式会社美浜発電所1号機，高浜発

電所3, 4号機，大飯発電所3号機， 4

号機 耐震安全性に係る評価について

（基準地震動の策定及び主要な施設の耐

震安全性評価） Iに対する見解

安全余裕検討部会 制御棒挿入に係る安全余裕検討部会 ” 3 4 

原告ら準備書函（2) 原告らの平成24年 12月25 13付け準 第 2準備 4 
備書面（2) 書面

本件シミュレーシ 平成24年 10月24日付けで原子力規 II 6 
ョン 制委員会が公表した原子力発電所の事故

時における放射性物質拡散シミュレーシ

ヨン
小田急大法廷判決 最高裁判所平成 17年 12月7日大法廷 II 9 

1
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判決（民集59巻10号2645ページ）

原子力災害対策重 住民等に対する被ぱくの防護措霞を短期 第 2準備 1 8 

点区域 間で効率的に行うため， E重点的に原子力 書面

災害に特有な対策が講じられる区域

ICRP 国際放射線防護委員会 II 2 8 

訴え変更申立書 原告らの平成25年9月 19日付け訴え 第 3準備 4 

の変更申立書 書面

設置許可基準規郷 実用発電用原子炉施設の位置，構造及び II II 

設備の基準に隠する規則（平成25年6

月28日付け原子力規制委員会規則第5

号）

技術基準規l!IJ 実用発電用原子炉及びそのF付属施設の技 II 5 

術基準に関する規則（平成25年6月2

SSイ寸け原子力規制委員会規則第6号）

現状評価会合 大飯発電所3, 4号機の現状に関する評 II 6 
価f;;A口

現状評価書 平成25年7月3日付け「関西電力（株） II II 乙35 

大飯発電所3号機及び4号機の現状詳側

書j

新規制基準 設置許可基準規則及び技術基準規則等 II II 第 4準備

（問規則の解釈やガイドも含む） 書面別紙

参照

もんじゅ最前裁判j 最両裁判所平成4年9月 22 s第二小法 II 8 

決 廷判決（民集46巻6号 57 1ベージ）

平成 24年改正前 平成24年法律第47号による改正前の II II 答弁書か

原子炉等規制法 核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規 ら略称を

市jに関する法律 変更
推本レシピ 震源断層を特定した地震の強震動予測手 II 1 4 乙36 

法（レシピ）（平成21年 12月21日改

訂）

省令62号の解釈 発電用原子力設備に関する技術基準を定 II 1 9 甲56 

める省令の解釈について

国会事故調報告書 東京電力福島原子力発篭所事故調査委員 II 2 1 

会・国会事故調報告書

大飯破砕帯有識者 原子力規制委員会における大飯発電所敷 II 2 6 

4'<＂口>. 地内破砕帯の調査に衡する有識者会合

評価書案 関西電力株式会社大飯発電所の敷地内 II 3 2 乙39 

破砕常の評価について（案）

設置法 原子力規制委員会設置法（平成 24法律 第 4準備 5 

信 47号） 書面

改正原子炉等規制 設置法F付則 18条による改正法施行後の II II 第 1準備

法 原子炉等規制法 書爾から

※なお，平成 24年改正前原子炉等規制 基本用語

法と改正原子炉等規制法を特設区別しな を変更

い場合には，単に f原子炉等規制l法」と

いう。

原子力利用 原子力の研究開発及び利用 II II 

発電用原子炉設置 原子力規制委員会の発電用原子炉の設置 II 6 

者 許可を受けた者

12 



福島第一発電所 東京電力株式会社福島第一原子力発電所 II 1 3 

原子力発電工作物 電気事業法における原子力を原動力とす 第 4準備 1 8 

る発電用の電気工作物 書面

原子炉設置（変更） 原子炉設置許可及び原子炉設置変更許可 II 2 0 

許可

4号要件 発電用原子炉施設の位置，構造及び設備 II II 

が核燃料物質若しくは核燃料物質によっ

て汚染された物又は発電用原子炉による

災害の防止上支障がないものとして原子

カ規制委員会規則で定める基準に適合す

るものであること（改正原子炉等規制法

43条の3の6第 1項4号）

実用炉則 実用発電用原子炉の設置，運転等に隠す II II 

る規則（昭和 53年 12月 28日通商産

業省令第77号）

2号婆｛牛 その者に発電用原子炉を設置するために II 2 1 

必要な技術的能力及び経理的基礎がある

こと（改正原子炉等規制法43条の 3の

6第 1項 2号）

3号要件 その者に重大事故（発電用原子炉の炉心 II 2 2 

の著しい損傷その他の原子力規制委員会

規則で定める重大な事故をいう。第43 

条の 3の22第 1項において向じ。）の発

生及び拡大の防止に必要な措置を実施す

るために必要な技術的能力その他の発電

用原子炉の運転を適礁に遂行するに足り

る技術的能力があること（改正原子炉等

規ffi!J法43条の3の6第 1項3号）

燃料体 発電用原子炉施設の燃料として使用する II 2 5 

核燃料物質

審査基準等 核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規 II 2 8 

市jに関する法律等に基づく原子力規制委

員会の処分に関する審査基準等

安全審査指針類 第4準備書面君IJ紙3に列記する原子力安 II 2 9 

全委員会（その前身としての原子力委員

会を含む。）が策定してきた各指針

平成 24年審査基 平成24年 9月 19日付けの者査基準等 II 2 9 

準

平成 25年審査基 平成25年 6月 19日付けの審査基準等 II 2 9 

準

実用炉設置許可基 実用発電用原子炉及びその附属施設の位 II 3 0 

準規員IJ 置，構造及び設備の基準に関する規郎

炉心等の著しい損 発篭用原子炉の炉心の著しい損傷若しく 第 5準備 5 

傷 は核燃料物質貯蔵設備に貯蔵する燃料体 書面

又は使用済燃料の芸しい損傷

η

、u
t
E
A
 



重大事故 炉心等の著しい損傷に至る事故 第 5準備 5 

書面

事故防止対策 自然的条件及び社会的条件との関係をも II 6 

含めた事故の防止対策

重大事故の発生防 重大事故に至るおそれがある事故（運転 II II 

止対策 時の異常な過渡変化及び設計基準事故を

除く。）が発生した場合における自然的条

件及び社会的条件土の関係をも含めた炉

心等の著しい損傷な防止するための安全

磁保対策

重大事故の拡大防 重大事故が発生した場合における自然的 II II 

止対策 条件及び社会的条件との関係をも含めた

大量の放射性物質が敷地外部に放出され

る事態を防止するための安全確保対策

重大事故等対策 重大事故の発生防止対策及び重大事故の II II 

拡大防止対策

重大事故等 重大事故に至るおそれがある事故又は重 II 7 

大事故

設置許可基準規則 実用発電用原子炉及びその附属施設の佼 II II 乙44

の解釈 置，構造及び設備の基準に関する規則の

解釈（平成25年6月 19日原規技発第

1 3 0 6 1 9 3号原子力規制委員会決

定）

地質審査ガイド 敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調 II II 乙45 

査に係る審査ガイド（平成25年6月1

9日原管地発第 1306191号原子力

規制委員会決定）

技術基準規則の解 実用発電用原子炉及びその附属施設の技 II 8 乙46

釈 術基準に関する規則の解釈（平成25年

6月19日原規技発第 13 0 6 1 9 4号

原子力士提出lj委員会決定）

耐震設計工認審査 耐震設計に係る工認審査ガイド（平成2 II II 乙47

ガイド 5年6月19日原管地発第 130619

5号原子力規制j委員会決定）

基準地震動 設置許可基準規則4条3項に規定する基 II 1 3 

ヰ草地震動

基準地震動による 耐震重要施設に大きな影響を及ぼすおそ II 1 6 

地震カ れがある地震による加速度によって作用

する地震カ

基準津波 設計基準対象施設に大きな影響を及ぼす II 2 8 

おそれがある津波

原子炉制御系統 原子炉の通常運転時に反応度を調整する II 3 4 

機器及び設備

原子炉停止系統 原子炉の通常運転状態を超えるような異 II II 

常な事態において原子炉を未臨界に移行

し，及び未臨界を維持するために原子炉

を停止する機能を有する機器及び設備

原告ら準備書面（6) 原告らの平成 26年6月3日付け準備書 第 6準備 4 

雨（6) 書面
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原告ら準備書面（7) 原告らの平成 26年 9月9日付け準備書 第 7準備書 5 

両（7) 面

炉心 発電F吉原子炉の炉心 第 7準備 1 9 

書面

！日F-6破砕帯 昭和62年の本件各原子炉の設置許可申 第 8準備 5 

請日寺に推定されていたF 6破砕帯 書面

新F-6破砕帯 大飯破砕帯有識者会合において確認され II II 

た！日F 6破砕格：とは異なる位置を通過

する新たな破砕帯

破砕帯評価審 平成26年 2月 12付け f関西電力株式 II II 乙49

会社大飯発電所の敷地内破砕帯評価につ

いて」

本｛牛各設置変更許 関西電力が平成 25年 7月8付けでした II 9 

可申請 本件各原子炉についての設置変更許可申

請

原告ら準備書面（5) 原告らの平成26年 3月5日付け準備書 第 9準備書 6 

面（5) 箇

原告ら準備書面（8) 原告らの平成 26年 12月 10日付け準 II II 

備書面（8)

武村（ 1998) 武村雅之氏が執筆した論文である「日本列 II II 甲97 

島における地殻内地震のスケーリング刻

地震断層の影響および地震被害との関

連」

入倉・三宅式（ 2 0 入倉孝次郎氏及び三宅弘恵氏が執筆した II II 申96 

0 1) 論文である「シナリオ地震の強祭場J予測）J

地震動審査ガイド 基準地震動及び附震設計方針に係る審査 II 1 1 乙52 

ガイド（平成25年6月19日原管地発第

1 3 0 6 1 9 2号原子力規制l委員会決定）

基本震源モデル 震源特性パラメータを設定したモデル II II 

推本 地震調査研究推進本部 II 1 1 

地震等基準検討チ 断層モデルを用いた手法による地震動評 II 1 8 

ーム 価に関する専門家を含めた発電用軽水型

原子炉施設の地震・津波に関わる規制基

準に関する検討チーム

入倉（ 2014) 入倉孝次郎＝官波研±釜江「強震動記録 ” 2 5 乙57 

を用いた震源インパージョンに基づく国

内の内陸地殻内地震の震源パラメータの

スケーリング員ljの再検討j

ro 
－
 



原告ら準備書面（9) 原告らの平成 27年 3月 12日付け準備 第 10準備 6 

書面（9) 書面

原告ら準備書面（1 原告らの平成27年6月 23日付け準備 第 10準 6 

書面（11) 備書面

原告ら準備書面（1 原告らの平成 27年 6月 17日付け準備 II II 

。） 書面（10)

島崎氏 島崎邦彦氏 II II 

島崎発表 島崎邦彦氏の発表 II II 

技術的能力審査基 実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設 II 7 乙59 

2普 置者の重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な技術

的能力iこ係る審査基準（平成25年6月 1

9日涼規技発第 13 0 6 1 9 7号原子力

規制委員会決定）

原告ら準備書面（1原告らの平成 27年 9月 11日付け準備 第 11準備 5 
2) 書留（12) ｜書面

原告ら準備書面（1原告らの平成 27年 12月 14日付け準 第 12準備 5 
3) 備書面（13) 書面

原告ら準備書面（1原告らの平成 28年 3月 17日付け準備 第 13準備 5 
4) 書面（14) 書面

原告ら準備書面（1原告らの平成 28年 6月 10日付け準備 第 14準備 5 
5) 書面（15) 書面
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